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  重要事項説明書 
 

1. 事業主体概要 

事業主体の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 

 事業主体の主たる事務所 
の所在地 

名称 株式会社あっぷる 

 〒670-0936 
兵庫県姫路市古二階町６３番地 

事業主体の連絡先 電話番号 ０７９－２８８－８９９９ 

ＦＡＸ番号 ０７９－２８８－７７９９ 

ホームページ 
アドレス 

あり：http://www.apple-117.jp 

 
 

事業主体の代表者の 
氏名及び職名 

氏名 山下 裕史 

職名 代表取締役 

 事業主体の設立年月日 昭和６３年１月２７日 

 
事業主体が当該都道府県内で実施する他の介護サービス 

介護サービスの種類 事業所の名称 所在地 

 
＜居宅サービス＞ ＜介護予防サービス＞ ＜総合事業サービス＞ 

訪問介護 あり なし あっぷる訪問介護事業所 
姫路、広畑、 
龍野、加古川、 
明石、明石西 

訪問入浴介護 あり なし あっぷる訪問入浴サービス 
姫路 

通所介護 
あり なし

あっぷるデイサービス 
姫路、龍野、 
加古川 

福祉用具貸与 あり なし あっぷるレンタル事業所 
姫路、龍野、 
加古川 

特定福祉用具販売 あり なし あっぷるレンタル事業所 姫路、龍野、 
加古川 

＜地域密着型サービス＞＜介護予防サービス＞＜総合事業サービス＞ 

 
小規模多機能型居宅介護 あり なし あっぷる多機能 

広畑、御津 
加古川 

 看護小規模多機能型 
居宅介護 

あり なし あっぷる看護多機能 
姫路 

認知症対応型共同生活介護 あり なし

あっぷるグループホーム 姫路、広畑、網干 

龍野、御津、加古川、

播磨 

地域密着型通所介護 
あり なし

あっぷるデイサービス 
ヘルスポート 

明石、明石西 

飾磨、尾上 

＜居宅介護支援＞ 
あり なし あっぷる居宅介護支援事業所 

姫路、龍野 
加古川、明石 
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2. 施設概要 

施設の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 

 

施設の名称 （ふりがな）あっぷるかいごつきゆうりょうろうじんほーむ 

あっぷる介護付有料老人ホーム  

施設の所在地 〒670-0837 
兵庫県姫路市宮西町３丁目３４番地 

施設の連絡先 電話番号 ０７９－２２４－５０５５ 

ＦＡＸ番号 ０７９－２２６－３８６６ 

ホームページ

アドレス 

http://www.apple-117.jp 

施設の開設年月日 平成２４年３月１日 

施設の管理者の氏名及び職名 氏名 新町 良平 

職名 施設長（管理者） 

施設までの主な利用交通手段 

  ＪＲ姫路駅から神姫バス約８分、宮西町三丁目バス停前 

施設の類型及び表示事項 
類型 

 
表示事項 

 

 
介護付有料老人ホーム、 
（介護予防）一般型特定施設入居者生活介護。 
居住の権利形態：利用権方式。 
利用料の支払い方式：基礎家賃と月払い家賃の併用方式。

入居時の用件：要支援・要介護・自立。 
介護保険：兵庫県指定介護保険特定施設 
（介護予防）一般型特定施設入居者生活介護） 
介護居室区分：全室個室（全室トイレ付き） 
介護に関わる職員体制は３：１ 

介護保険事業所番号 ２８７４００６２７９ 

特定施設入居者生活介護の事業の開始年月日又は開始予定年月日、指定又は許可を

受けた年月日（指定又は許可の更新を受けた場合にはその年月日） 

 事業所の開始（予定）年月日 平成２４年３月１日 

 指定の年月日 平成２４年３月１日 

 指定の更新年月日 令和 ６年３月１日 

 

3. 従業者に関する事項 

職種別の従業者の人数及びその勤務形態 

 有料老人ホームの人数及びその勤務形態 

 
実人数 

常勤 非常勤 
合計 常勤換算人数

専従 非専従 専従 非専従

 施設長     1  1 1.0 
  生活相談員       1   1 1.0 
  看護職員 2 9 11 6.5 
 介護職員 6 38 44 28.9 
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 機能訓練指導員    1  1 0.7 
 計画作成担当者     1   1 0.9 

  栄養士 1    1   1 

  調理員 1 4 5   4 
 事務員 1 0 1  1 

 その他従業者 0  6 6 3.3 

１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 38 
 ※ 常勤換算とは当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の 

従業者が勤務すべき 
時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に 
換算した人数をいう。 

 従業者である介護職員が有している資格 

  延べ人数 常勤 非常勤 

  専従 非専従 専従 非専従 

  社会福祉士  

 介護福祉士 2  21  

  実務者研修   0  1  

  准看護師 0  0  

  訪問介護員 1 級 0  0  

  介護職員初任者研修 2  6  

 認知症介護基礎研修 1  6  

従業者である機能訓練指導員が有している資格 

  延べ人数 常勤 非常勤 

   専従 非専従 専従 非専従 

  理学療法士  

  作業療法士  

 言語聴覚士  

  看護師及び准看護師 1  

 柔道整復士  

あん摩マッサージ指圧師  

 夜勤を行う看護職員及び 
介護職員の人数 

最少時の人数 
（宿直の従業者を除いた人数） 

4 人 

 平均時の人数 4 人 

 
 

 特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者の人数及びその勤務形態 

  実人数 
 

常勤 非常勤 
合計 

常勤換算 
人数 専従 非専従 専従 非専従 

  生活相談員  1  1 1.0 
 看護職員 2 9 11 6.5 
 介護職員 6 38 44 28.9 
  機能訓練指導員  1 1 0.7 

計画作成担当者   1 1 0.9 

その他従業者 3 10  13 9.3 

1 週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 38 
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 ※ 常勤換算とは当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において、常勤の従業 
者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業 
者の人数に換算した人数をいう。 

  従業者である介護職員が有している資格 

  延べ人数 常勤 非常勤 

   専従 非専従 専従 非専従 

  社会福祉士     

  介護福祉士 2  21  

   実務者研修 0  1  

 准看護師 0  0  

  訪問介護員 1 級 0  0  

  介護職員初任者研修 2  6  

  認知症介護基礎研修  1  6  

  従業者である機能訓練指導員が有している資格 

 延べ人数 常勤 非常勤 

   専従 非専従 専従 非専従 

   理学療法士  

  作業療法士  

  言語聴覚士  

  看護師及び准看護師 1  

   柔道整復士  

  あん摩マッサージ指圧師  

 管理者の他の職務との兼務の有無  
  

管理者が有している 
当該業務に係る資格 

なし あり 
 

資格等の名称 
社会福祉主事 

 特定施設入居者生活介護の利用者に対する看護職員及び

介護職員の常勤換算方法による人数の割合 
３：１ 

 
従業者の当該介護サービスに係る業務に従事した経験年数等 

  看護職員 介護職員 生活相談員 

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

 前年度１年間の採用者数  2 4 2   

前年度１年間の退職者数  1  2   
 業務に従事した経験年数       
  １年未満の者の人数 1  2 16   

１年以上３年未満の者の人数  3 1 3   

 ３年以上５年未満の者の人数  1 5  3   

５年以上１０年未満の者の人数  1 1 8   

 １０年以上の者の人数   2 8  1  

 機能訓練指導員 計画作成担当者 

常勤 非常勤 常勤 非常勤 

前年度１年間の採用者数    
 前年度１年間の退職者数    
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 業務に従事した経験年数     
  １年未満の者の人数     
  １年以上３年未満の者の人数     
  ３年以上５年未満の者の人数       1   
  ５年以上１０年未満の者の人数    1 

 １０年以上の者の人数     

従業者の健康診断の実施状況 なし あり 

 
4. サービスの内容 

施設の運営に関する方針 

  ご利用者の意思・人格を尊重して、良質なサービスを提供し、高齢者お一人お一人

に生活の張りと生き甲斐を感じていただく。ひとりひとりを尊重して、在宅に近い 
ケアを実践し、自立的生活の支援をしていきます。安心・安全を基本ベースに温かみ

のある介護付有料老人ホームを運営していきます。 

介護サービスの内容、利用定員等 

 
 

個別機能訓練の実施（介護報酬の加算）の有無 なし あり 

夜間看護体制加算（介護報酬の加算）の有無 なし あり 

人員配置が手厚い介護サービスの実施の有無 なし あり 

利用者の個別的な選択による介護サービスの実施状況 別紙 

 協力医療機関の名称等 
名称：医療法人光寿会 「城陽江尻病院」 
住所：姫路市北条１丁目２７９ 
TEL：０７９－２２５－１２３１ 

 （協力の内容） 「城陽江尻病院」は「あっぷる介護付有料老人ホーム」

から診察等の依頼があった場合、協力医療機関として 
利用者の診察や休日夜間等について、誠意をもって対応

するものとする。 

 協力医療機関の名称等 名称：さわだ内科・呼吸器クリニック 
住所：姫路市日出町３丁目３８－１ 
   東姫路駅前メディカルプラザ２Ｆ 

TEL：０７９－２２６－３３８１ 

 （協力の内容） 「さわだ内科・呼吸器クリニック」は「あっぷる介護付

有料老人ホーム」から診察等の依頼があった場合、 
協力医療機関として利用者の診察等について、 
誠意をもって対応するものとする。 

 協力医療機関の名称等 
名称：在宅療養支援診療所「本覚寺診療所」 
住所：姫路市花田町加納原田９４８－１ 
TEL：０７９－２５２－２９４２ 



   介護居室用 R6.7.1 

6 

  （協力の内容） 「本覚寺診療所」は「あっぷる介護付有料老人ホーム」

の協力医療機関として、定期的に利用者の巡回診察を 
実施する。服薬等が必要な場合は処方箋を発行する。 
必要に応じ当ホームの協力医療機関である「城陽江尻病

院」と連携をとり、利用者の入院等についても誠意をも

って対応するものとする。 

 協力医療機関の名称等 名称：須山内科循環器内科 
住所：姫路市若菜町 2 丁目 28 
TEL：０７９－２２３－７３４６ 

  （協力の内容） 「須山内科循環器内科」は「あっぷる介護付有料老人 
ホーム」から診察等の依頼があった場合、協力医療機関

として利用者の診察等について、誠意をもって対応する

ものとする。 

 協力医療機関の名称等 名称：東姫路よしだクリニック 
住所：姫路市阿保甲８４５番地 
TEL：０７９‐２２６‐５５５０ 

  （協力の内容） 「東姫路よしだクリニック」は「あっぷる介護付有料 
老人ホーム」から診察等の依頼があった場合、 
協力医療機関として利用者の診察等について、誠意をも

って対応するものとする。 

 協力歯科医療機関の名称等 名称：段 歯科医院 
住所：姫路市西今宿３－１９－１ 
TEL：０７９－２９７－０７３１ 

  （協力の内容） 「段歯科医院」は「あっぷる介護付有料老人ホーム」 
から診察等の依頼があった場合、協力歯科医療機関とし

て利用者の診察等について、誠意をもって対応するもの

とする。 

 
 
 
 
 
 

協力歯科医療機関の名称等 名称：つだ歯科 
住所：姫路市飾磨区英賀清水町１－２５ 
TEL：０７９－２３０－６６５５ 

 （協力の内容） 「つだ歯科」は「あっぷる介護付有料老人ホーム」から

診察等の依頼があった場合、協力歯科医療機関として利

用者の診察等について、誠意をもって対応するものと 
する。 

 協力医療機関の名称等 名称：やまもと皮膚科・漢方クリニック 
住所：姫路市駅前町２７１番地 
   姫路駅前メディカルガーデン 3Ｆ 
TEL：０７９‐２８３‐１１１２ 

  （協力の内容） 「やまもと皮膚科・漢方クリニック」は「あっぷる介護

付有料老人ホーム」から診察等の依頼があった場合、 
協力医療機関として利用者の診察等について、誠意をも

って対応するものとする。 
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 協力眼科医療機関の名称等 名称：伊東眼科医院 
住所：姫路市飾磨区英賀保駅前町６４－３ 
TEL：０７９‐２３８‐３００７ 

 （協力の内容） 「伊東眼科医院」は「あっぷる介護付有料老人ホーム」

から診察等の依頼があった場合、協力眼科医療機関 
として利用者の診察等について、誠意をもって対応 
するものとする。 

 要介護時における居室の住み替えに関する事項 

  要介護時に介護を行う場所 

   「介護居室」。 一時的な場合は「一時介護室」。 
 

  入居後に居室を住み替える場合 

  一時介護室へ移る場合 

  判断基準・手続きについて 

 （その内容） 
① 医師の意見を聴く。 
② 入居者の意思を確認する。 
③ 身元引受人等の意見を聴く。 
※管理者が一時介護室へ移した方がよいと判断した場合。 

 追加的費用の有無 なし あり 

居室利用権の取扱い なし あり 

     （その内容） 
一般居室の利用権は継続。 

   従前の居室からの面積の増減の有無 なし あり 

 従前の居室との仕様の変更 

   便所の変更の有無 なし あり 

  浴室の変更の有無 なし あり 

   洗面所の変更の有無 なし あり 

   台所の変更の有無 なし あり 

    その他の変更の有無 なし あり 

     （その内容） 
 
 

    

  
 

 一時介護室から介護居室へ移る場合 

   判断基準・手続きについて 

   （その内容） 
① 医師の意見を聴く。 
② 一定の観察期間を設ける。 
③ 入居者及び身元引受人等に説明を行う。 
④ 身元引受人等の意見を聴く。 
⑤ 入居者の同意を得る。 
※ 総合的に判断して決定する。 

 
 

  追加的費用の有無 なし あり 

   居室利用権の取扱い なし あり 
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入居者の状況 

 入居者の人数（報告に関する計画の基準日の前月末日） 

   
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合 計 

６５歳未満       
 ６５歳以上７５歳未満      1   1 

７５歳以上８５歳未満 2 1 1 0 0 4 
８５歳以上 32 13 12 9 5 71 

 
   

自立 要支援 1 要支援 2 経過的要介護 合 計 

６５歳未満     0 
６５歳以上７５歳未満     0 

  ７５歳以上８５歳未満 2 1  1  4 
  ８５歳以上 3 9 5  17 
 入居者の平均年齢 90.7 

入居者の男女別人数 男性 25 女性 72 

入居率（一時的に不在となっている者を含む。） 97％ 

前年度の有料老人ホーム又は軽費老人ホームを退去した者の人数 

  要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合 計 

 自宅等       

社会福祉施設  1   1 2 

  （その内容） 
居室面積が減少した場合は家賃相当額を見直すことがある。 

    従前の居室からの面積の増減の有無 なし あり 

   従前の居室との仕様の変更 

     便所の変更の有無 なし あり 

    浴室の変更の有無 なし あり 

   洗面所の変更の有無 なし あり 

     台所は介護居室には無い。 なし あり 

    その他の変更の有無 なし あり 

   （その内容）  

  その他 なし あり 

  判断基準・手続きについて 

  
 
（その内容） 
 

施設の入居に関する要件 

  自立している者を対象 なし あり 

 要支援の者を対象 なし あり 

  要介護の者を対象 なし あり 

留意事項  

契約の解除の内容 有料老人ホーム入居契約書第２７条～第２９条参照。 

入居定員 １００名 A ７０名 B ３０名 (AB とも自立入居者含む) 

 その他  
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 医療機関 1 1    2 
 死亡者 1 3 3 0 0 7 

その他 1     1 
  自立 要支援１ 要支援２ 経過的要介護 合 計 

 自宅等  0   0 

社会福祉施設  0   0 

医療機関      

死亡者 1 2 1  4 

その他      

 入居者の入居期間 

  入居期間 ６ヶ月未満 
６ヶ月以上

１年未満 
１年以上 
５年未満 

５年以上 
10 年未満 

10 年以上 
15 年未満 

１５年以上 

  入居者数 10 7 56 20 4  0 
 

施設、設備等の状況 

  建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物 なし あり 

  区分 室数 人数 １の居室の床面積

介護居室個室 あり なし 100 100 約 20~23 ㎡ 

一時介護室 あり なし   ４ ４ 約 10～15 ㎡

共用便所 
の設置数 

１１ヶ所 
うち男女別の対応が可能な数 

うち車椅子等の対応が可能な数 

個室の便所 
の設置数 

１００ヶ所 
個室における便所の設置割合 100％ 

 うち車椅子等の対応が可能な数 100％ 

浴室の設備 
状況 

浴室の数 
  3 ヶ所 

個浴 大浴槽 特殊浴槽 リフト浴 

１ ２ （１） （２） 

  その他、浴室の設備に関する事項    気泡風呂あり 

 食堂の設備状況  

入居者が調理を行う設備状況 一部 なし あり 

 
 
 

その他、共用施設の設備状況 

なし あり （その内容） 
コミュニティルーム（食堂）、機能訓練コーナー、大浴場、 
相談室、洗濯室、口腔ケア・理容コーナー、医務室、静養室 
会議室、談話コーナー、ゲストルーム（有料）、駐車場（有料）

 バリアフリーの対応状況    

（その内容） 全館バリアフリー 

緊急通報装置の設置状況 なし 一部あり 各居室内にあり

 外線電話回線の設置状況 なし 一部あり 各居室内にあり

 テレビ回線の設置状況 なし 一部あり 各居室内にあり

 施設の敷地に関する事項    

 敷地の面積            ２５０５．７５㎡ 

 事業所を運営する法人が所有 なし 一部あり あり 

 抵当権の設定 なし あり 
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 貸借（借地）          株式会社大和生研 

  
なし あり 

契約期間 始 平成２４年 終 ３０年間 

  契約の自動更新 なし あり 

 施設の建物に関する事項    

 建物の延床面積          ４７３９．７１㎡ 

 事業所を運営する法人が所有 なし 一部あり あり 

  抵当権の設定 なし あり 

 貸借（借家）         株式会社大和生研 

  
なし あり 

契約期間 始 平成２４年 終 ３０年間 

  契約の自動更新 なし あり 

 

利用者からの苦情に対応する窓口等の状況 

 事業主体や施設に設置している利用者からの苦情に対応する窓口 

 
窓口の名称 

あっぷる介護付有料老人ホーム苦情相談窓口 
苦情対応責任者 市村 千世美 

 電話番号 ０７９－２２４－５０５５ 

対応している時間 平日 ９:００～１７：００ 

   

 定休日等 
土・日曜及び時間外は各階ケアステーションで苦情初期対応を

する。 

 上記以外の利用者からの苦情に対応する主な窓口の名称と電話番号 

 姫路市介護保険課        ０７９－２２１－２９２３ 

姫路市監査指導課 ０７９‐２２１‐２４９０ 

中播磨介護保険相談センター   ０７９－２８１－９２０７ 

兵庫県国民健康保険団体連合会  ０７８－３３２－５６１７ 

    上記電話受付時間  平日の９：００～１７：００ 
 

サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応 

 損害賠償責任保険の加入状況 

 なし あり （その内容）㈱損保ジャパン 

その他、介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応に関する 
こと 

  なし あり （その内容）入居契約書第１０条参照 

サービスの提供内容に関する特色等 

 （その内容）お一人お一人を尊重し、生きる目的・役割を持てるよう自立的生活の 
支援を行います。 

利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 

 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 

 
なし あり 

実施した年月日  

 当該結果の開示状況 なし あり 
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 第三者による評価の実施状況 

  
なし あり 

実施した年月日  

 実施した評価期間の名称  

 当該結果の開示状況 なし あり 

 

5.利用料金 

入居までに支払っていただく費用 

 名称 基礎家賃 ３００，０００円 

 
使途及び算定根拠 

・安定した介護環境を維持するための想定居住期間（３年間） 
に対応した基礎家賃です。３年経過後は月払い費用のみで継続 
入居可能です。 
・要介護度が高い実態に即し、利用者に負担の少ない期間・ 
金額として算定しています。 

 支払い方法 事業者に対して以下の方法で支払う。 
３００，０００円を一括して下記口座へ振り込む。 
三井住友銀行 姫路支店 普通口座５１６２０６２ 
    口座名義 株式会社あっぷる 

  
基礎家賃の償却・ 
返金方法は有料老人

ホーム入居契約書 
第３３条に詳細を 
記載 
 

・ 入居後３年間が経過するまでの間に契約が解除された 
場合、基礎家賃の未償却残金は、３年間の経過月数による 
按分計算をして返金します。 
但し、入居月及び退去月については日割計算とします。 

返還金の算出にあたっては、下記のとおり取扱います。 

・返還金計算式 

K＝基礎家賃額＝３０万円。 

G＝基礎家賃の１ヶ月当り金額＝（３０万円÷３６ヶ月）。 

P１＝入居月の入居日数。P2＝入居月の暦日数。 

M＝通常月の月数。(入居月と退去月を除いた月数)。 

Q1＝退去月の入居日数。 

Q2＝退去月の暦日数。 

※入院外泊等は関係なく、表題部（１）記載の入居日を基に

入居月の日割計算、通常月の月数計算、退去日を基に退去月

の日割計算をします。 
・下記事例の場合の計算式と返金額 

例１）入居月２０日入居（暦日３０日）、退去月１０日退居 

（暦日３０日）、通常月数M５ヶ月の場合： 

 ３０万－（G×２０/３０+G×５+G×１０/３０） 

 →２５０，０００円 

例２）同上、M１１ヶ月の場合： 

３０万－（G×２０/３０+G×１１+G×１０/３０） 

→２００，０００円 

例３）同上、M１７ヶ月の場合： 
３０万－（G×２０/３０+G×１７+G×１０/３０） 

→１５０，０００円 

例４）同上、M２３ヶ月の場合： 
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  ３０万－（G×２０/３０+G×２３+G×１０/３０） 

→１００，０００円 

例５）同上、M２９ヶ月の場合： 

３０万－（G×２０/３０+G×２９+G×１０/３０） 

→ ５０，０００円 

保全措置 基礎家賃の未償却残金については、三井住友銀行と「保全措置」

契約をしています。 

介護保険給付以外のサービスに要する費用 

 月額の場合の利用料の額 

 管理費 
（１ヶ月前払）

なし あり 
５,０００円(非課税) 

 （「あり」の場合、その使途） 
1. 夜間警備員の人件費。 
2. 事務管理部門の人件費・事務費。 

共用光熱水費 
（１ヶ月前払）

なし あり １５,０００円（非課税) 

家賃相当額 
（１ヶ月前払）

 
なし 

 
あり 

介護居室Ａタイプ（約20㎡）： 

 月額 ６８，０００円（非課税） 

介護居室Ｂタイプ（約23㎡）： 

 月額 ７８，０００円（非課税） 

 食費 なし あり １日１,７２０円 

   １日３食の内訳：朝食３６０円、昼食６５０円、夕食６５０円、 
おやつ６０円 

１ヶ月３０日の場合５１,６００円、３１日の場合５３,３２０円。 
実際に喫食された食数を月末にまとめて精算していただく方式。 

 その他に必要な月額利用料 なし あり 

 
  

（「あり」の場合、その内容及び利用料） 
 各個室の電気代・電話代 

  利用者の個別的な選択による介護サービス利用料 

 

 
 

人員配置が手厚い場合の介護サービス） なし あり 

（「あり」の場合、その内容及び利用料） 

  

 

（「あり」の場合、介護保険給付及び利用者負担分による収入によって 
賄えない額に充当するものとしての合理的な算定根拠 

個別的な選択による介護サービス） なし 

 

その他の費用 
・理美容代実費となります。 

・レクリエーション費（教材費）は実費となります。 

・外出時の交通費、入場料は実費となります。 

※ 外出時の交通費とは、個人的にホームより外出される場合の公共交通機関運賃・

タクシー代等です。 

※ 入場料はホームの行事に参加された場合に行き先によっては必要となります。 
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・個人的に使用する介護用品は実費となります。 

・居室の電気代は備え付けのメーターにより支払っていただきます。 

・個人的に購読する新聞雑誌の料金は実費となります。 

・個人の希望により提供する寝具類等のリース料、私物の洗濯代、月極め駐車場使用料等

は自己負担になります。 詳しくは管理規程、別表Ⅶ－①「月払い費用及び使用料一覧

表」（細則）等でご確認下さい。 

・その他の利用料金は、本重要事項説明書とあわせて、別紙で料金表を提示します。 

 

添付書類「管理規程」、「別表Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ－①②③④、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ－①②、Ⅷ」 
 

 

介護保険給付サービスに要する費用 
(１)利用料 

①（介護予防）特定施設入居者生活介護利用料（１日につき）  

 

単位/日 単位/日 

介護サービス 

利用料（円） 
（単位×10.14）

利用者負担額（円） 

（1割） （2割） （3割） 

要支援１ 183 1,855 186 371 557 

要支援２ 313 3,173 318 635 952 

要介護１ 542 5,495 550 1,099 1,649 

要介護２ 609 6,175 618 1,235 1,853 

要介護３ 679 6,885 689 1,377 2,066 

要介護４ 744 7,544 755 1,509 2,264 

要介護５ 813 8,243 825 1,649 2,473 

 

② 短期利用特定施設入居者生活介護利用料（１日につき） 

単位/日 単位/日 

介護サービス 

利用料（円） 
（単位×10.14）

利用者負担額（円） 

（1割） （2割） （3割） 

要支援１ 183 1,855 186 371 557 

要支援２ 313 3,173 318 635 952 

要介護１ 542 5,495 550 1,099 1,649 

要介護２ 609 6,175 618 1,235 1,853 

要介護３ 679 6,885 689 1,377 2,066 

要介護４ 744 7,544 755 1,509 2,264 

要介護５ 813 8,243 825 1,649 2,473 
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※自己負担額は介護保険適用時の料金です。 

※償還払いでの利用者は、表1の1日あたりの利用料金全額を事業者に支払い、後日保険者より   

利用料の９割又は８割又は7割が償還されます。 
 

③ 加算 

加算項目 単位 

加算料金

（円） 
（単位×

10.14 円） 

利用者負担額（円） 

（1割） （2割） （3割）

（介護予防） 

退去時情報提供加算 
250 /回 2,535 254 507 761

医療機関へ退所する入居者等について、退所後の医療機関に対して入居者等を紹介する際、

入居者の同意を得て、当該入居者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合。 
（入居者等１人につき１回限り） 

（介護予防） 

 認知症専門ケア加算 

（Ⅰ） 3 /日 30 3 6 9

（Ⅱ） 4 /日 40 4 8 12

（Ⅰ）・事業所における利用者の総数のうち、「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行

動が認められることから介護を必要とする認知症の者（以下「対象者」という。）」の

占める割合が５０％以上であること。  

・認知症介護に係る専門的な研修修了者もしくは認知症ケアに関する専門性の高い看護師

を以下のとおり配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。 

  ⅰ.対象者の数が２０人未満 １以上 

  ⅱ.対象者の数が２０人以上 １に、当該対象者の数が１９を超えて１０又は 

  その端数増すごとに１を加えて得た数以上 

・当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的 

指導に係る会議を定期的に開催していること。 

 

（Ⅱ）・（Ⅰ）の基準のいずれにも適合すること。 

   ・「認知症介護の指導に係る専門的な研修」を終了している者を１名以上配置し、事業所

全体の認知症ケアの指導等を実施していること。 

   ・ 当該事業所における看護・介護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成、 

当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。 

（介護予防） 

 高齢者施設等感染 

対策向上加算 

（Ⅰ） 10 /月 101 11 21 31

（Ⅱ） 5 /月 50 5 10 15
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（Ⅰ）・感染症法第６条第１７項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症

の発生時等の対応を行う体制を確保していること。 

・協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時等の対応を取り決

めるとともに、感染症の発生時等に協力医療機関等と連携し適切に対応しているこ

と。 

・診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医

療機関又は地域の医師会が定期的に行う院内感染対策に関する研修又は訓練に１年

に１回以上参加していること。 

（Ⅱ）診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、３年に１回以

上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けていること。 

（介護予防） 

新興感染症等施設療養費 
240 /日 2,433 244 487 730

  入居者等が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整

等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入居者等に対し、適切な感染対

策を行った上で、該当する介護サービスを行った場合。 

※1 月に 1 回 連続する 5日を限度 

（介護予防） 

 生産性向上推進体制 

加算 

（Ⅰ） 100 /月 1,014 102 203 305

（Ⅱ） 10 /月 101 11 21 31

（Ⅰ）・（Ⅱ）の要件を満たし、（Ⅱ）のデータにより業務改善の取組による成果が確認され

ていること。 

   ・見守り機器等のテクノロジーを複数導入していること。 

   ・職員間の適切な役割分担の取組等を行っていること。 

   ・1 年以内ごとに 1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供（オンラインに

よる提出）を行うこと。 

（Ⅱ）・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検

討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドライ

ンに基づいた改善活動を継続的に行っていること。 

・見守り機器等のテクノロジーを 1つ以上導入していること。 

・1年以内ごとに 1 回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供（オンラインに

よる提出）を行うこと。 

（介護予防） 

 生活機能向上連携加算 

（Ⅰ） 
3月に 1回

を限度 

100 /月 1,014 102 203 305

（Ⅱ） 200 /月 2,028 203 406 609

（Ⅱ） 
個別機能訓

練加算を実

施している

場合 

100 /月 1,014 102 203 305
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（Ⅰ）訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施し

ている医療提供施設の理学療法士等や医師からの助言（アセスメント・カンファレンス）

を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の

向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること。 

理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又は ICT を活用し

た動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと。 

（Ⅱ）訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーションを実施している事業所又は

リハビリテーションを実施している医療提供施設（原則として許可病床数 200 床未満のも

のに限る。）の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、特定施設入居者生活 介

護事業所等を訪問し、特定施設入居者生活介護事業所等の職員と共同で、アセスメントを

行い、個別機能訓練計画を作成すること。 

機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他職種の者が協働して、当該計画

に基づき、計画的に機能訓練を実施すること。 

（介護予防） 

 個別機能訓練加算 

（Ⅰ） 12 /日 121 13 25 37

（Ⅱ） 20 /日 202 21 41 61

（Ⅰ）機能訓練指導員が、必要な利用者ごとに目標・実施方法・評価などを含む個別機能訓練

計画（特定施設等サービス計画中に記載）に基づき個別機能訓練を行った場合。 

（Ⅱ）個別機能訓練加算Ⅰを算定している利用者について、個別機能訓練計画の内容等の情報

を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって当該情報その他機能訓練の適切かつ

有効な実施のために必要な情報を活用すること。 

（介護予防）若年性認知症受入加算 120 /日 1,216 122 244 365

受け入れた若年性認知症入居者ごとに個別の担当者を定めていること。 

（介護予防） 

科学的介護推進体制加算 
40 /月 405 41 81 122

  以下のいずれも要件も満たすこと。 

① 利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能認知症の状況その他の利用者の心身の状況

等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出していること。（少なくとも３月に１回） 

② 必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その

他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 

（介護予防） 

 協力医療機関連携加算 

相談診療を

行う医療機

関と連携 

100 /月 1,014 102 203 305

① 入居者等の病状が急変した場合等において、医師又は

看護職員が相談対応を行う体制を常時確保しているこ

と。 

② 高齢者施設等からの診療の求めがあった場合におい

て、診療を行う体制を常時確保していること。 

上記以外 40 /月 405 41 81 122
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 協力医療機関との間で、入居者等の同意を得て、当該入居者等の病歴等の情報を共有する会

議を定期的に開催していること。 

（介護予防） 

 口腔・栄養スクリーニング加算 
20 /回 202 21 41 61

介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中 6月ごとに利用者の口腔の健康状態

及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供して

いること。6 月に１回 

 退院・退所時連携加算 

（入居から３０日以内） 
30 /日 304 31 61 92

  医療提供施設を退院・退所して特定施設に入居する利用者を受け入れること。 

 入居継続支援加算 

（Ⅰ） 36 /日 365 37 73 110

（Ⅱ） 22 /日 223 23 45 67

 

（Ⅰ）①又は②のいずれかに適合し、かつ、（３）及び（４）のいずれにも適合すること。 

① 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第１条各号に掲げる行為（※１）を必要とする

者の占める割合が入居者の１００分の１５以上であること。 

② 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第１条各号に掲げる行為（※１）を必要とする

者及び次のいずれかに該当する状態（※２）の者の占める割合が入居者の１００分の

１５以上であり、かつ、常勤の看護師を１名以上配置し、看護に係る責任者を定めて

いること。 

※１ ・口腔内の喀痰吸引・鼻腔内の喀痰吸引・気管カニューレ内部の喀痰吸引 

   ・胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 ・経鼻経管栄養!

※２ ・尿道カテーテル留置を実施している状態 !

・在宅酸素療法を実施している状態・インスリン注射を実施している状態 

③ 介護福祉士の数が、常勤換算方法で入居者の数が６又はその端数を増すごとに１以上

であること。 

④ 人員基準欠如に該当していないこと。 

（Ⅱ）（Ⅰ）の①又は②のいずれかに適合し、かつ、③及び④のいずれにも適合すること。 

ただし①又は②に掲げる割合は、それぞれ１００分の５以上１００分の１５未満である

こと。 

 

 ＡＤＬ維持加算 

（Ⅰ） 30 /月 304 31 61 92

（Ⅱ） 60 /月 608 61 122 183

（Ⅰ）以下の要件を満たすこと 

① 利用者等（当該施設等の評価対象利用期間が 6月を超える者）の総数が 10 人以上であ

ること 

② 利用者等全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して 6月目（6月目にサ

ービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月）において、Barthel Index

を適切に評価できる者がＡＤＬ値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に

提出していること。 
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③ 利用開始月の翌月から起算して 6月目の月に測定したＡＤＬ値から利用開始月に測定し

たＡＤＬ値を控除し、初月のＡＤＬ値や要介護認定の状況等に応じた値（調整済ＡＤＬ

利得）について、利用者等から調整済ＡＤＬ利得の上位及び下位それぞれ 1割の者を除

いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の調整済ＡＤＬ利得を平均して得た

値が１以上であること。 

（Ⅱ）・ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）の①と②の要件を満たすこと。 

   ・評価対象利用者等の調整済ＡＤＬ利得を平均して得た値が３以上であること。 

 

 夜間看護体制加算 
（Ⅰ） 18 /日 182 19 37 55

（Ⅱ） 9 /日 91 10 19 28

（Ⅰ）①常勤の看護師を 1 名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。 

   ②夜勤又は宿直を行う看護職員の数が 1名以上であって、かつ、必要に応じて健康上

の管理等を行う体制を確保していること。 

   ③重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族

等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。 

（Ⅱ）①（Ⅰ）の①及び③に該当すること。 

   ②看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションとの

連携により、利用者に対して、24 時間連絡できる体制を確保し、かつ、必要に応じ

て健康上の管理等を行う体制を確保していること。 

（介護予防）  

サービス提供体制 

強化加算 

（Ⅰ） 22 /日 223 23 45 67

（Ⅱ） 18 /日 182 19 37 55

（Ⅲ） 6 /日 60 6 12 18

（Ⅰ）以下のいずれかに該当すること。 

① 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１００分の７０以上であること。 

② 利用者に直接サービスを提供する職員の総数のうち、勤続１０年以上の介護福祉士の 

 割合が、１００分の２５以上であること。 

（Ⅱ）介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１００分の６０以上であること。 

（Ⅲ）以下のいずれかに該当すること。 

① 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１００分の５０以上であること。 

② 看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合が１００分の７５以上であること。 

③ 利用者に直接サービスを提供する職員の総数のうち、勤続７年以上の職員の割合が１０

０分の３０以上であること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   介護居室用 R6.7.1 

19 

看
取
り
介
護
加
算 

（Ⅰ） 

（１） 
死亡日以前３１日以上４５

日以下 72 /日 730 73 146 219

（２） 
死亡日以前４日以上３０日

以下 144 /日 1,460 146 292 438

（３） 死亡日以前２日又は３日 680 /日 6,895 690 1,379 2,069

（４） 死亡日 1280 /日 12,979 1,298 2,596 3,894

（Ⅱ） 

（１） 
死亡日以前３１日以上４５

日以下 572 /日 5,800 580 1,160 1,740

（２） 
死亡日以前４日以上３０日

以下 644 /日 6,530 653 1,306 1,959

（３） 死亡日以前２日又は３日 1180 /日 11,965 1,197 2,393 3,590

（４） 死亡日 1780 /日 18,049 1,805 3,610 5,415

 
（Ⅰ）・看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の

内容を説明し、同意を得ていること。 
     ・医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員・生活相談員・その他の職種の者による協

議の上、当該特定施設における看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関する見直し

を行うこと。 
 ・看取りに関する職員研修を行っていること。 
 ・医師、看護職員、介護支援専門員・生活相談員・その他の職種の者（以下この号おいて

「医師等」という。）が共同で作成した利用者の介護に係る計画について、医師等のう

ちその内容に応じた適当な者から説明を受け、当該計画について同意している者（その

家族等が説明を受けた上で、同意している者を含む。）であること。 
 ・看取りに関する指針に基づき、利用者の状態又は家族の求めに応じ随時、医師等の相互

の連携の下、介護記録等利用者に関する記録を活用し行われる介護についての説明を

受け、同意した上で介護を受けている者（その家族等が説明を受け、同意した上で介護

を受けている者を含む。）であること。 
 ・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の 

 内容に沿った取組を行うこと。 
（Ⅱ）・（Ⅰ）の算定要件に加え、看取り期において夜勤又は宿直により看護職員を配置してい

ること。 

 

介護職員等処遇改善加算 

介護職員等の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上

等の取組みを行う事業所が、以下の要件を満たした場合、所

定単位数に加算する。 

算定要件 
 Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ 

12.8% 12.2% 11.0% 8.8% 

・経験技能のある介護職員を事業所内で 

 一定割合以上配置していること 
○     
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・改善後の賃金年額要件を満たす介護職員が1人以上 

・職場環境の更なる改善、見える化 
 ○  ○   

・資格や勤続年数に応じた昇給の仕組みの整備  ○  ○  ○  

・加算の1/2以上（7.2％）以上を月額賃金で配分 

・職場環境の改善（職場環境等要件） 

・賃金体系等の整備及び研修の実施等 

 ○  ○  ○  ○ 

 

④ 減算 

身体拘束廃止未実施減算 10 単位減算/日 

以下の措置を講じなかった場合。 

 ・身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由を記録すること。 

 ・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。 

 ・身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

 ・介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施するこ

と。 

高齢者虐待防止措置未実施減算  1 単位減算/日 

 虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合。 

 ・虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催

するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

 ・虐待の防止のための指針を整備すること。 

 ・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

 ・上記措置を適切に実地するための担当者を置くこと。 

業務継続計画未策定減算  3 単位減算/日 

 以下の基準に適合していない場合 

 ・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するた

めの計画、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定すること。 

 ・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。 

 

上記の加算・減算については、厚生労働省の定める下記の要件が整った場合に限り適用と 

なります。 
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令和  年  月  日 

 

当事業者は、あっぷる介護付有料老人ホーム入居にあたり、契約者（利用者）及び家族又は 

後見人等に対して本書面に基づいて上記重要事項を説明しました。 

 

説明した年月日と時間、及び説明した場所 

    令和  年   月   日    時   分 

 

  場所   （於                ） 
 

サービス事業者 

名称  所在地 〒670-0936 姫路市古二階町 63 番地 

株式会社あっぷる 

代表取締役 山下 裕史      ㊞  

    あっぷる介護付有料老人ホーム 

 管理者 新町 良平 

 

説明者              ㊞ 

 

 

私は、本書面により、事業所担当者から重要事項説明書と管理規程及び別表Ⅰ～Ⅷの説明を 

受けました。 

 

 

 

契約者（利用者）  氏名            ㊞  

 

    

 家族又は後見人等  氏名            ㊞ 

 

       （続柄       ） 

 

署名代行者 氏名            ㊞ 

 

       （続柄       ） 
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介護サービス一覧表 

排泄介助・おむつ交換 ○ × ×

おむつ代 × × ×

特定施設入居者生活介護

費、各種一時金、月額の利

用料等で、実施するサービス

別途利用料を徴収した上

で、実施するサービス

介護サービス

区分
特定施設入居者生活介護

費で、実施するサービス

× ×

身辺介助（移動・着替え等） ○ × ×

機能訓練 ○ × ×

入浴（一般浴）介助・清拭 ○ × ×

特浴介助 ○

通院介助（協力医療機関） ○ × ×

通院介助（協力医療機関以外） ○ × ×

居室清掃 ○ × ×

日常の洗濯 ×

食事介助 ○ × ×

リネン交換 ○ × ○

生活サービス

× ○

居室配膳・下膳 × × ×

入居者の嗜好に応じた特別な食事 × × ○

おやつ × × ○

理美容師による理美容サービス × × ○

買い物代行（通常の利用区域） × × ×

買い物代行（上記以外の区域） × × ×

役所手続き代行 × × ×

金銭・貯金管理 ○ × ×

健康管理サービス

× ×

生活指導・栄養指導 × × ×

服薬支援 ○ × ×

定期健康診断 × × ○

健康相談 ○

○

生活リズムの記録（排便・睡眠等） ○ × ×

入退院時・入院中のサービス

○

○

入院中の見舞い訪問

× ○

入院中の洗濯物交換・買い物 ○ ○

入退院時の同行（協力医療機関） ○

○ ○ ○

移送サービス ×

○

入退院時の同行（協力医療機関以外） ○ ○


